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崎 立地適正化計画(正

立地適正化

立地適正化計画の背景

人口減少や高齢化が進む中、住民が安心して快適に暮らせるよう、また、持続可能な

都市経営を可能にするため、平成26年5月に「都市再生特別措置法」が改正されまし

たこれを受けて、長崎市は居住機能や商業、医療、福祉等の都市機能の立地、公共交

通の充実に関する包括的な計画である『立地適正化計画』を策定して、積極的にコンハ

クトシティの形成を推進することとしています

の

0日本の総人口は、平成22年国勢調査をピークに減少。

0高齢化率は、平成22年国勢調査で23%となり、「超高齢社会」に突入。

0人口の急速な減少と高齢化を背景として、高齢者をはじめとする住民にとっ

て、安心できる健康で快適な生活環境を実現すること、財政面及び経済面に

おいて持続可能な都市経を可能とすることが大きな課題。

0住居や医療・福祉施設、商業施設などがまとまって立地し、公共交通により

これらの施設にアクセスできる「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」

の考えで進めていくことが重要。

く背 >

く都市づ<りの課>

<必要な法改正を実施(平成26年5月)>

0都市再生特別措置法の改正コ「立正化 の

0 国が推進する「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考え方
(国土交通省ホームヘージより引用)

人口減少・高齢化が進む中、特に地方都市においては、地域の活力を維持するととも

に、医療・福祉・商業等の生活機能を確保し、齢者が安心してらせるよう、地域

公共交通と連携して、コンパクトなまちづくりを進めることが重要。



0 立地適正化計画(正案)

立地適正化計画の特徴

)立地適正化計画とは

『立地適正化計画』とは、人口減少や高齢化が進行していく中で、商業、医療、福

祉等の施設や住宅等がまとまって立地し、暮らしやすさや公共交通の使いやすさなど、

『コンハクトシティ・プラス・ネットワーク』の考え方に即して、将来への対応を考

えていく六めの計画であり、以下のように定義されています

積極的にコンパクトシティの形成を推進するため、市町村が都市
全体の観点から作成する、居住機能や医療・福祉・商業等の都市
機能の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープラン
(都市計画マスタープランの高度化版)。

゛地適正化計画では、住宅や都市機能を増進する施設の立地について、都市づくり

の基本的な方針を定め、商業、医療、福祉等の都市の生活を支える機能を誘導する区

域(都市機能誘導区域)や、生活利便性が高い都市機能を享受するため、人口密度を

維持する区域(居住誘導区域)を定めます。

ま六、誘区域に居住や必要な施設を誘'するための施策についても検討を行い、

他の関連計画等と連動しながら、誘'を図っていきます

(2)立地適正化計画で定める区域等のイメージ

居住誘導区

'、

出典:国士交通省
■居住誘区域

人口減少の中にあっても、一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サー
ビスやコミュニティが持続的に確保されるよう居住を誘導すべき区域

■都市機能誘導区域
周辺からの交通アクセス性、都市機能の集積状況を勘案し、都市全体における各種生活サー
ビス(商業、医療、福祉等)の効率的な提供を図る区域

■誘導施設
居住者の共同の福祉や利便の向上に資する施設(都市機能誘導区域ごとに設定)

(商業施設、医療施設、社会福祉施設、教育施設、文化施設、行政施設等)

,

市W化応耽尋

居住珪の区壇

都市飴誘導区

戟朋埠侃壊

誘施設



崎市立地適正化計画(正案)

(3)立地適正化計画の意義と役割

市全体

立地適正化計画は、居住機能や商業、医療、福祉や公共交通等の様々な都市機能の誘

により、都市全域を見渡したマスタープランとして位置付けられる都市計画マスタープ

ランの度化版です。

渡したマスタープラン

市計画と公共交通の一体化

居住や都市の生活を支える機能の誘によるコンパクトなまちづくりと地域交通との

連携により、『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』のまちづくりを進めます

3都市計画と民間施設誘の

民間施設の整備に対する支援や立地を緩やかに誘する仕組みを用,し、インフラ整備

や土地利用規制など従来の都市計画制度と立地適正化計画との融合による新しいまち
づくりが可能になります

4市街地空洞化止のための選肢

居住や民間施設の立地を緩やかにコントロールできる、市街地空洞化防止のための新た

な選択肢として活用することが可能です

5 間軸もったアクションプラン

計画の達成状況を評価し、状況に合わせて、都市計画や居住誘区域を見直すなど、

時間軸をもったアクションプランとして用することで、効果的なまちづくりが可能1
なります

6まちづくりへの公的不動産の活用

財政状況の悪化や施設の老朽化等を背として、公的不動産の見直しと連携し、将来の

まちのあり方を見据えた公共施設の再配や公的不産を活用した民間機能の誘導を
進めます

⑦隣接市町との協調・連携

長崎県が定める広域的な都市計画の指針である「都市計画区域マスタープラン」に即し
て、長崎都市針画を成する隣接市町(諌早市、長与町、時津町)と報を共有しなが
ら、必要に応じて協調・連携が可能となります

合



'崎市立地適正化計画(正案)

3 計画策定の必要性

(1)長崎市の都市づくりの考え方

長崎市は、全国的にも人口減少のスピードが著しく、高齢化についても全国を上回る

速さで進行する見通しが示されており、その対応として、「長崎市第四次総合計画」で

は、地域経済の活性化による雇用の創出、安心して子どもを生み、育てられる環境づく

りなどによって、人が住みたくなるまち、住み続けたいまちをつくり、あわせて、長崎

ならではの魅力を発信していくこととしています。また、都市づくりについては、既存

の社会資本の有効活用を図るとともに、都市機能の集積や魅力づくりなどにより、人口

減少時代にあっても、人々が集い、交流が促進されることで、活力ある都市を形成して

いく必要があるとしています。

また、平成28年3月に策定した「長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、

人口減少克服に向けて、経済や雇用、子育て、まちの基盤など様々な観点から対策を講

じていくこととしています。

一方、都市計画の観点では、人口減少や超高齢化が進行すると、地域経済や買い物、

公共交通などの市民生活に影響を及ぼ司、ことが予想されることから、今後は、人口が減

少する中でも暮らしやすさを求め、将来を見据えたまちの基盤としくみづくりを進める

ため、経済活動の効率性の向上や地域活性化、生活サービスの維持向上、環境負荷の低

減、健全な行財政の運営等に対応する都市構造に再構築していく必要があります。

長崎市都市計画マスタープランでは、20年後(平成47年度)の将来都市構造の実現

に向けて、「=ンハクトシティ・プラス・ネットワーク」の都市づくりの方針を位置付

け、目指すべき集約連携型の都市構造として「ネットワーク型コンハクトシティ長崎」

を掲げ、都市全体の観点から居住機能や商業、医療、福祉等の都市機能を誘導していく

ことで、持続可能な都市構造の実現を図ることとしています。具体的には、将来にわた

り賑わいと活力を支える3つの主要な地域として「都心部」・「都心周辺部」・「地域拠点」

を位置付け、 3つの主要な地域と地域センターがある各地区の中心となる生活地区との

連携強化を図るため、公共交通や道路、情報などの地域問を結ぶネットワークを形成す

ることで、地域の魅力に磨きをかけながら、人口減少下においても市全体の暮らしやす

さを維持していきます

立地適正化計画は、今後のイ丁政による都市の再構築にあわせて、民問による必要な都

市機能の立地誘'を行政が支援しながら、「コンハクトシティ・プラス・ネットワーク」

の取り組みを具体的に進めていくことを可能にします

ネットワーク型コンパクトシティ長崎

長崎らしい「集約(コンパクト)と連携(ネットワーク)」の都市づくり

0今後の人口減少・超高齢社会の進展に備えて、主要な地域に人口規模に応じた商業、

医療、福祉等の都市機能を計画的に配置・誘し、居住を緩やかに収東します。
0市民のライフスタイルに合わせた住まい方を選択できるよう、都市機能が集まった拠点

と周辺の生活地区の間で公共交通等による連携を図ります。



崎立地適正化計画(正案)

(2)将来都市構造図(長崎市都市計画マスタープラン)
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崎立地適正化計画(正案)

位置付け

長崎市立地適正化計画(以下、本計画とする)は、「長崎市第四次総合計画」や長崎

県が定める広域的な都市計画の指針である「都市計画区域マスタープラン(都市計画区

域の整備、開発及び保全の方針)」を上位計画とし、長崎市都市計画マスタープラン(市

町村の都市計画に関する基本的な方針)との調和を保ちます。また、居住や商業、医療、

福祉及び公共交通等の都市機能に関連する事項について、分野別の関連計画と整合を図

ります。

◎長崎市立地適正化計画の位置づけ

長崎市第四次総合計画

(目:平成32年度)

即す

【コンパクト】

長崎市立地適正化計画

長崎市都市計画マスタープラン

【分野別の関連計画】
※居住や商業、、旨祉等の都市機能に関連する分の計画
,長崎市住生活基本計画
・長崎市中心市街地活性化基本計画
・長崎県医療計画(地域医療構想)
・長崎市地域福祉計画・地域福祉活動計画
・長崎市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
・長崎市子ども・子育て支援事業計画
・長崎市地域公共交通計画
・長崎市公共施設等総合管理計画等

0 根拠法

都市再生特別措置法第81条第1項の規定により作成します。

(都市再生特別措置法第81条第1項)

市町村は、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内の区域について、都

市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設(医療施設、福祉施設、商業施

設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能

の増進に著しく寄与するものをいう。)の立地の適正化を図るための計画(立地適正

化計画)を作成することができる。

整合

都市計画区域マスタープラン
(長崎県)

即す

連携
【ネットワーク】

長崎市公共交通総合計画

.



崎立地適正化計画(正案)

計画区域

長崎市は、諌早市、長与町、時津町の2市2町で構成される長崎都市計画区域のほか、

高島、伊王島、琴海及び三和都市計画の5つの都市計画区域を有しています。

本計画の計画区域は、原則、都市計画区域で定めることができますが、長崎市が将来

にわたって持続可能な都市であり続けるためには、都市全体をけん引する都心部、都心

周辺部、地域拠点の都市機能を支えるため、その周辺の人口密度を維持していく必要が

あります。そのため、本計画では、計画策定による誘'効果が高い「長崎都市計画区域」

を計画区域としています。

本計画に含まない地区については、これまでの都市の成り立ちから、旧町村の役場な

どを中心に自然とまとまりのある居住地等が形成されているため、本計画による誘の

必要性は低い状況です今後も各生活地区と都心部、地域拠点等を結ぶ公共交通ネット

ワークを維持し、必要な都市機能が享受できる都市づくりを進めていきます

◎計画区域
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、崎市立地適正化計画(正案)

目標年次

本計画が目指す目標年次は、長崎市都市計画マスタープランの目標年次に合わせて、

概ね20年後の平成47年を目標とします。ただし、概ね5年毎に計画の進捗状況の確認

を行い、必要に応じて見直しの検討を行っていきます

平成30年度(2018年)~平成47年度(2035年)

7 計画構成

本計画は、第1章から第9章によって構成されています

第1章長崎市立地適正化計画の概要

第2

長崎市立地適正化計画

現況把握及び将来の見通し

第3

第4

都市づくりの本的な方針

第5

都市機誘導区域

第6

誘導施設

第7

居住誘導区域

第8

誘導施策
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ぴのし況2

1 長崎市の都市の現状及び将来見通しと問題点

(1)人口

口のによ の

◆市街地の広がり、人口減少=人口密度の低下=中心市街地の賑わいと活力の低下

①人口・世帯數・高齢化率の推移

人口は、昭和印年をピークに年々減少していますが、世帯数は増加しており、1世帯

あ六りの人口が減って核家族化が進んでいます。国゛社会保障人口問題研究所の将来推

計によると、人口は一定の減少をたどりながら、平成47年には昭和60年ピーク時の人

口から15万3千人が減少し、世帯数についても減少する見通しとなっています。

世代別にみると、年少人口(0~14歳)は減少していますが、老年人口(65歳以上)

は増加し、平成27年の高齡化率(総人口に対する価歳以上の割合)は約3割に至って

おり、少子化、高齢化が進行しています

(千人) 国立社会保人口問題研究所推計値

600

H22 H27 H32

^65歳以上人口

H47

(人)

500.000

400,000

300,000

200,000

S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 H32 H37 H42 H47

^世帯数^人口

※平成32年以降の世帯数は、トレンド推計による世帯当たりの人員より独自に推計

国立社会保障人口問題研究所推計値
40%

血5
38%鉐%

36%

H37 H42

高齢化率

'■ 冒

100,000

0

臓

冒 N 皿、
3

11弧

S郭

(千世帯)

250

13%

H2S60

0-14歳人口

16闇

200

20%

150

23%

H7 H12 H17

^15-64歳人口

25%

100

出典:国勢調査
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崎立地適正化計画(正案)

②自然・社会増減の推移

人口動態では、昭和印年まで出生,死亡による自然動態の人口増加で転入・転出に

よる社会動態の人口減少を補っていましたが、自然動態による減少が続き、昭和 60年

以降、人口が減少に転じています。また、平成 17年以降は、自然動態がマイナスに転

じており、社会動態による減少とあわせて人口減少が進行しています。

(人) ※客船建造に伴う外国人登録者の増加による社会増
10,000

8,000

6,000

4,000

2ρ00
※

0 声'風^^^^■闇
^ず、^^^ず、

^ ^^^

・2,000

・4,000

・6,000

・8,000

・10,000

S35 S40 S45 S50 S55

③出生率の推移

本市の出生率は平成 20年以降増加していますが、出生数は減少しています出生率

は、平成27年に全国の平均値を上回りましたが、長崎県の平均値を下回っています。
四陶(人)
1.83,400

S60 H2 H7

人口増減

出典:長崎市の保健行政

H12 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

自然増減^社会増減

3,300

3,200

3,100

123,000

1.6
1.6

H20

出典:長崎市統計年鑑

.

164

H22H21

^出生数

1.66 1,67

H23

全国

1.71

H24 H25

^長崎県

1.47

1.フ

1.48

1.6

H26 H27

^長崎市

1.44
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1.3

H28
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崎市立地適正化計画(正案)

④人口集中地区(DID)と人口密度の関係

人口集中地区ΦID)と人口密度の関係を見ると、面積は昭和35年の 1,850haから平

成27年の 4,469始と 2.4倍に増加しており、人口増加とともに市街地が広がってきま

した。一方、区域内の人口は平成 2年をピークに減少しており、人口癌度は、昭和 35

年の 152.2人/ha から平成27年の 70.3人加と、約半分に低下しています。

(人)
1522

400,000

1303
350ρ00

^.,
300,000

^■豊
6

7 6250,000

H22

4.528

327,791

・・'冒冒
150,000

鄭1。。。冒■■■

ご:1111

4

74.6

H27

4,469

314,082

70.3

DID 面積(h.)

DID 人口(人)

DID人口密度

(人ノh.)
72,4

S35

凡例

[:ニ:コ立地適正化計画区域
[ニニ:コ長市行政界

S闘市街地人口集中地区

S50市街地人口集中地区

H詑市街地人口集中地区

S35

1.850

281.587

S40 S45

S40

2.340

304,947

3

S50 S55 S60

^人口(人)

152念

S45

2.790

314,458

出典;国勢調査

130.3

S50

3.340

336,025

1 12.フ

S55

3.940

345,980

H2 H7

人口密度(人

(人/ha)
160.0

140.0

120.0

1000

80.0

60.0

40.0

200

0.0

100.6

S60

3.900

338,296

図人口集中地区(DID)の移り変わり

87.8

H2

4.450

369,833

H12

ha)

86.フ

H17

H7

4,370

363.247

H22

83.1

H12

4.447

351.970

※人口集中地区ΦID)
市区町村の区域内で人口密度が 4,000 人/km2 (40 人/ha)以上の

基本単位区が互いに隣接して人口が5,000人以上となる地区

H27
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立地適正化計画(正0

年別に人口集中地区Φ1功の拡大の動向を見ると、はじめは平坦地に市街地が形成

され、人口の増加とともに中心部に近い斜面地へ徐々に市街地が拡大していきました。

昭和50年頃からは、郊外地の住宅開発が進み、市街地の拡大が続いていきました。

S50S35

.ーー 凡例

立地適正化計区賊

[ニ]長崎市行政界
S35市街地人口集中地区

H2

g
J

、コ

4

7
/

制

一

Xミ,

0

,

"{

凡例

立地週正化計田区域

[ニコ長嶋市行政界
S50市街地人口集中地区

H22

,ノ

凡例

立地適正化計■区堆

[ニコ崎市行政昇
H2市衝地〔人口集中地区

XI,

凡例

立地適正化計画区域

[ニ:]長崎市行政界
H註市缶地人口集中地区

出典:国勢調査
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崎市立地適正化汗画(正案)

⑤地区別の人口動向

平成12年と平成22年の町丁目別の人口増減を見ると、東長崎地区や中心部から北部

の平地の一部で人口増加が見られますが、ほとんどの地区は減少傾向にあります

'とコ0

0

東長崎地区

、

g

0 1 2

,

出典

4 6

,

6 10 km

、

凡例

立地適正化計田区域

市街化区域

地区別人口地

^~-5伽人
5m人~・?50人

.250人~0」、

0人~250人

^ 250人~5m人

^ 500人~1帥0人
^ 10m人~

H26都市計画基礎調査
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。立地適正化計画(正案)

⑥地区別の人口密度

町丁目別の人口密度(平成22年)を見ると、中心部から北部の西浦上周辺にかけて

は100人以上の地区が多く、人口が集積していることが分かります

西浦上地区

、

A

(参考)

如人 ha :市街化区域の最低基準

印人 hヨ峯:士地利用密度の低い区域
都市計画運用指針

即人 h.:その他の区域

100人 h8:土地の高度利用を図るべき地域_
120人 h8:H28住民基本台帳による都心部の人口密度相当(111,7人 ha)

※都市計画区域マスタープランにおける区域区分を必要とする人口密度

0

,

、

2

,

8 10 km

凡例

4

立抽癌正化計画区域

市街化匡域

地区別人口密度

~20人 ho

^~40人 h.
~60人 h8

^~80人畑
~1m人小ヨ

^~1?0人小8

^ 120人 h.~

H26都市計画基礎調査
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。立地適正化計画(正案)

⑦地区別の齢化率

町丁目別の高齢化率を見ると、市街化区域は周辺部に比べそれほど高くありませんが

中心部に近い斜面市街地では高齢化率が高い傾向にあります。

.,

、a
、

0 1 2

※人口が少なく個人が特定されるため、人口を非公表にしている町 出典:H28住民基本台帳

4

,

6

.

8 10 km

凡例

超高齢社会

立地適正化計画区域

市街化区峡

地侶別高酷化率

^41"~

^ 31~'0,6
21~30号6

^肌~20"

^ 0~109●
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。立地適正化計画(正

⑧地区別の年少人口割合

町丁目別の年少人口割合を見ると、市街化区域内は低く、少子化が進行しています

また、東長崎地区や三重地区などの住宅開発団地は年少人口割合が他地域と比べて比較

的高く、子育て世帯が多いことが分かります

゛

重地区

ム、

^

゛

東長崎地区

、

才

ー,,'

、

^

0 1 2

'

※人口が少なく個人が特定されるため、人口を非公表にしている町

.

ンC

,

4

.

P

6

,

、

8 10 km

凡例

立地適正化計圏区域

市街化区域

地区別年少人口割合

^ 21,6~
16~20与6

11~15鶚

6~ 10,6

0~5●島

値が秘厘された町※

出典:H28住民基本台帳

イ
、
:

嘉

、
分

~
A



崎立地適正化計画(正案)

(2)土地利用

理にかかるの加のやのに

◆市街地が拡大することによる人口密度の更なる低下
◆広がった市街地のままで人口が減少すると、新たな都市基盤の整備や維持管理費が

増加し、非効率な市街地へと変化

凡例

①土地利用

昭和51年と平成21年の士地利用を比較すると、農用地や水域が減少し、建物用地や

道路が大きく増加しており、人口増加とともに市街地が広がってきました

水域道路 その他の用地農用地 森林等建物用地

2,1448,07フ 2,638973,39424,151

2,4597241446,23325β455,096

-1,914 31547-2,981 1.694 2β39

48%84% ーフ3% 15%-37% フ%

立■●圧牝計■冨嘘

梱晴北官岫

旦用噛

目斡晦

■物用埠

■昆

*M

モ●■0月■

51

21

増減面

増減率

.:ヂア、

、憾q,

出典:国土数値情報を加工
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。立地適正化計画(正案)

②傾斜度

長崎市の地形的な特徴としては、平坦地が少なく斜面地が多いことがあげられます。

本市の市街化区域は比較的傾斜が緩やかな場所が指定されており、積極的な土地利用が

行われてきました
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崎立地適正化計画(正案)

③空き家の状況

空き家の推移を見ると、総住宅数及び居住世帯数が増加する中で、空き家率も増加し

ています。空き家の分布状況を見ると、特に古くから市街化された中心部に近い斜面市

街地で多く分布しています。このことから、利便性の高い場所へ移り住んだことなどに

より、活用されていない空き家が増えている状況が見受けられます

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

S63

^総住宅数

怖 HI0

^居住世帯数

醐 4 7%

H15

20,0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%
H20

空き家率

出典

'
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住宅・士地統計凋査
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。立地適正化計画(正案)

(3)都市基盤施設

ナ、 盤のでの人口,に応した

◆道路、公、下水道などの生活の基盤を計画的に維持

◆計画的な道路整備を行い、拠点問のネットワークを充実

道路や公園、下水道などの都市基盤施成は、市街地の状況に合わせて計画的に維持さ

れています。主要道路は、中心部と周辺の生活地区のネットワークを形成しており、公

園や下水道などの生活に必要な基盤を有効に維持していくことで、将来にわたる都市の

骨格を形つく0ています

楓

'k、・,
4

、

q

0 1 2

,

.

4 6 6 10訂"

ー'

凡例

立地轟正化計函区域

市街化区堆

^都市計画逼銘(完T)
都市計画道島(車業中)

都市計画道島(未倦手)

国・道

^公■【都市計画決定)

^公国〔都市計画決定以外)
公共下水道

H26都市計画基礎調査出典

.

、
冬

、
A



。立地適正化計画(正

(4)公共交通

がまヒにい公交'の 人口,ナ'どに の Jで

公共交'サービスのの'れ

◆人口減少により全体的な利用者が減少し路線の維持が困難

◆高齢化により周辺地区とを結ぷ路線の必要性のさらなる高ま

①交通利用者数の推移

交通利用者数の推移を見ると全体的に減少傾向ですが、特に、バス利用者数は、平成

22年以降、平成27年までの5年間で年間あたり約580万人の利用者数が減少していま

す。全体利用者数は、人口動向と同じ傾向にあるため、今後も人口減少にあわせて減少

していくことが予想されます

(千人)

200.000

150 000

100 000

50 000

0

計ス

出典:長崎市統。+年鑑
②バスの利用状況

バスの利用状況の推移を見ると、平成18年から平成21年にかけて増加していました

が、その後は年々利用者が減少し、平成27年の年間利用者数は51,263千人となってい

ます

(干人年
57674

60,000
53,402 52,99252,325 52,826 51,263

.4150,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

出典:長崎市統計年鑑
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。立地適正化計画(正

③路線別の1日あたりバス便数

都心部、都心周辺部及び地域拠点と計画区域内の各生活地区を結ぶバス路線は、平日

1日あたり 100本以上の便数があり、交通ネットワークが充実していますが、今後、利

用者数の減少に伴い、路線廃止や減便になる可能性があります

゛
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、'1

風

、
伊王島
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.
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、
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野母叫

8

゛"

10 km

凡例

立地適正化計画区城

市街化区域

1日当たりのバス便数(平日)

1~29本

30~59本

60~99本

100~149本

150本~

出典:H28国土数値情報、各バス会社ホームヘージ
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。立地適正化計画(正案)

④路面電車の利用状況

路面電車の利用者数の推移を見ると、平成18年から平成24年にかけて減少しました

が、それ以降は、若干増加し、平成27年の年間利用者数は17,713千人となっています

(千人年

25,000

20,000

15,000

19,734

10,000

19,639

5,000

19,442

0

18,582

H18

⑤鉄道の利用状況

鉄道の利用者数の推移を見ると、最も利用者が多いのは長崎駅であり、年間8,000千

人前後が利用しています全体の利用者数は、年間Ⅱ,000千人前後で推移しており、

駅ビとに見ても大きく変化はありません

千人年)

12,000

■
10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

18,040 17,254 16,933 17,106 17,360 17,713

H25

H18

長崎駅

H26

出典:長崎市統計年鑑

H19

H27

H20

浦上駅

H27H25 H26

道ノ尾駅

出典:長崎市統計年鑑

H21

西浦上駅

H22

現川駅

H23 H24

肥前古駅
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崎市立地適正化計画(正案)

⑥公共交通の利便性

本市の公共交通の徒歩圏人ロカバー率は カバー率(%)区分

80%あり、全国や政令市等の平均を大きく上 全国平均 55

回っていますが、利用者数の減少に伴い路線 政令市 72

が廃止されれば、人ロカバー率は下がる可能地方都市圏 概ね50万 58

性があります本市では、特に路線バスが各 概ね30万 40

地区間を結び、その沿線に多くの人が住んで 長崎市 80

いることが、徒歩圏人ロカバー率の高い要因

であると考えられます
出典:都市構造の評価に関するハンドブック」国士交通省

※徒歩圏の人ロカバー率

鉄道駅又はバス停からの徒歩圏に居住する人口を都市の総人口で除して算出徒歩圏は、鉄道駅から

半径80om以内、バス停から半径30om以内

立地遁正化計圓区域

市街化区壇

.駅停伽所

ー^電車路繰

バス停

ハユ路繰

公共交通の徒歩四

出典:H22国勢調査結果から独自に作成
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。市立地適正化計画(正案)

(5)経済・財政

^

人口 J に への

◆人口減少=市税の減収

◆高齢者数の増加才扶助(社会保障制度の実施に係る経費)の増加

◆公共施設の老朽化=更新・維持管理費の増加

①財政状況

歳入の推移を見ると、自主財源である市税及び諸収入の割合は減少傾向にあり、依存

財源である国庫支出金や地方交付税などが増加しています。

また、歳出の推移を見ると、子育て・高齢者・障害者福祉などの経費である民生費が

増加傾向にあり、そのうち、社会保障制度の実施に要する経費である扶助費が増加して

います。
(億円)

100%2,500

H22

総務費

H23

土木費

2,000

1,500

1.000

■
61 酬

500

3

5

0

H19 H20

^市税

^国支出金

自主財源割合

※自主則鴻、

依存財游、

64 酬 舶.1%

3

(億円)

2,500

2,000

1,500

1,000

500

6.0%

H26H25H21 H22 H23 H24

諸収入^使用料手數料

^地方交付税 ^市

依存財源割合

市税、使用料手数料、諸収入、その他自主財源

:国庫支出金、地方交付税、市債、その他依存財濁、

66.酬

3

飾.4%

3

H24

6 乳
圏
腿.酬

H25

教育費

H26

衛生

0

80%

3

H27 H28

その他

出典:長崎市決算資料

60闇

H19

民生費

40%

H27 H28

^その他自主財源

^その他依存財源

H20

20与

ム

側

H21

=

く
悩

ヨ
製



口 立地適正化計画(正案)

(億円)
900

800

700

572
600

500

400

300

200

100

0

出典:財政課

720
748

②今後の財政見通し

今後の人口減少に伴い、住民税などの市税は減収が見込まれます方で臨時財政対

策債の増加に加え、大型事業の実施に伴い、市債残高は増加することが予想されます

(億円)
市税

560

540

520

500

480

460

UO

759

H19 H23 H24

画扶助費

H25

(円)

3' 000

2' 500

2,000

1,500

1,000

500

0

H26 H27

2.481

767

H28

H30

出典:財政課

2,549

794

H31

市債残高の推移

2,613

819

H32

H30

口通常債

2,675

840

H31

口合併特例債

2,711

856

H32

2,696

幻0

H33

口臨時財政対策債

.

H34



,立地適正化計画(正案)

③地価

中心市街地の地価の動向を見ると

がると固定資産税の減少につながり

落を抑制することが重要となります

(千円市)

6,000

5ρ00

4,000

3,000

2,000

全体的に減少しています。中心市街地の地価が下

市全体の税収にも大きく影するため、地価の下

1,000

0

長崎市浜町

長崎市築町

長崎市銅座町

^長崎市五町

長崎市油屋町

、

レ

.

冒

■

■

、

/ ¥

■

凡例

.

地価ポイント

人口密度

0人

^~15人胎

^~40人胎
~60人 ha

^~80人 ha

^~100人 ha

^ 100人 ha~

r

、＼

ノ

出典:H26年都市計画基礎調査

<
>

＼
長
崎
駅

画
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。立地適正化計画(正案)

④路線価

路線(道路)毎に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格を示す固定資産

税路線価(平成 27年)を見ると、中心市街地の平坦地の価格が比較的高い傾向にあり

ます。

また、東長崎地区や士井首地区周辺などで価格が高いことから、人口密度が高く、多

くの都市機能が集積した生活利便性の高い地域が高く評価されています

今後、人口密度が下がり、都市機能を維持できなけれぱ、路線価が総じて下がる可能

性があり、あわせて固定資産税の減収が考えられます

押

、.、

立、f ・、傘、、
'_/1・゛御

,

島

q

▲、

士井首地区

、

東長崎地区

1,、ξ',,吹,'ξ

、、

、

0 1 2

宰

、

彰

卓

1

4

ユ

6

1

゛

8

r

ザ

ー...

10 k巾

凡例

立地適正化計圏区堰

市街化侶域

酪伸価

^~1万円
^~2万円
^~3万円

ー'万円

^~5万円
^~10万円
^ 10万円~

出典:資産税課

.
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崎立地適正化計画(正案)

⑤中心市街地の歩行者通行

中心市街地の代表地点 16地点の 1日当たりの歩行者通行量(平均値)の推移を見る

と、平成16年から平成26年まで減少していましたが、それ以降は増加へ転じています

人日

190,000

180,000

170,000

160,000

150,000

140,000

130,000

120,000

173,112

152,099

⑥商店数及び年間商品販売額

昭和63年から平成24年までの商店数及ぴ年間商品販売額を見ると、中心市街地の商

店数は減少傾向にあるものの、年間商品販売額は平成24年に増加へ転じています。

しかし、中心市街地以外では、商店数と年間商品販売額がどちらも減少しており、 こ

の傾向は、人口動向と概ね一致し、今後の人口減少にあわせてさらに減少することが予

想されます

(軒) (円)

10,0009,000

9,0008,000
8,000

フ.000
フ,000

、
6.000 6,000

富 5,0005.000

4,0004.000

3,000
3,000

2,000

2,000 1,000

1,000 0

H16

144,763

H17 H18

143,260

^▼

H19 H20 H21

平日^休日

^

151,087

^

H22 H23

^平均値

^＼̂

129325

出典:商業統計調査・H24年経済センサス活動凋査

H24 H25

出典:長崎商工会議所調査

H26 H27

S63 H6H3 H9

^商店数(中心市街地)

年問商品販売額(中心市街地)

H28

H11 H14 H16 印9 H24

^商店数(その他)

年間商品販売額(その他)

冒
風
冒
冒
冒
島
"

壕
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豐
暗
悔
胆
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仁
用
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,立地適正化計画(正案)

⑦公共施設の状況

公共施設の状況(平成29年3月末時点)を見ると、建設後30年以上経過した施設が

全体の郭.2%であり、今後これらの施設が更新時期を迎えます。

また、将来の建替えや改修に必要な費用をシミュレーションした結果、平成 27年

からの 30年間における必要な費用は 1Ⅱ.3億円年に対し、使用できる費用が 82.0億

円/年となり、 29,3 億円年の費用が不足することが見込まれており、 30年間で879億

円の不足が予想、されています。

《長崎市の公共施設の築年度別整状況》

90.OM

80OM

.0.000

経過年数30年以上 55.2%

'0.0コ0

5岼以上
キ呈過 10.9"

壬 50、000

1子ι0.0帥

10.000

的~40年

経遇お

3,-30年
樫過 22.0%

平成29年3月時点

※行政財産(文化財等)を除く

経過年数30年未満(448%)

0

億円
300

29~20年

経遇 25.フ%

建替え費一般財源

改修費一般財源

建替え買公債費

改修費公債艘

既疉債

建替え・改修費30年
の平均:111.3億円

200

19~10年
経過 13'M

150

9'-0年

経過 5,5%

●●●●●卓,魯●●●

11il^i,1,:i1 1

1・壬の他

2・学校

3一住宅

........

財政許容額30年の
平均:82.0億円
■■■■■●幽一ー

2035 20如2030

替え・改修費60年の
133.9円

財政許容額60年の
:75.5

2045 2050 20702055

出典:長崎市公共施設等総合管理計画
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。立地適正化計画(正

(6)防災・安全

生のれが区がにヒ区に1
◆市街化区域の約31力土砂災戒区域
◆異常気象などによる宅地崩壊の危険性の高まり(傾斜度15度超)

①土砂災害警戒区域等の指定状況

長崎市は、平坦地が少なく斜面地に住宅が広がっていることから、災害に強い都市づ

くりを進めてきました。士砂災害の恐れがある場所に指定される土砂災害戒区域や特

別戒区域は、平成27年度末時点で市街化区域面積の約3割の範囲に指定されていま

す。また、明治から昭和 30年代に造成された宅地の多くは、自然石を積み上げた脆弱

な石垣で、近年の異常気象はもとより、地震ての崩壊の危険性が極めて高い状況になっ

ています。

今後、斜面地の宅地の安全性を確保するためには、崩壊対策費に相当の費用が必要に

なる可能性があります

平成27年度末時点

.ノ

'

土砂災害特別
警戒区域等70。

その他
71%

y

、

4

("

都、＼゙
ー

'゛^て',キ

.,,ばヤや

土砂災

害警戒
区域等

2100

M

,

0 1

市仙化区頃

立如豊正化酎幽区域

^土"量君特割翌d区頃
^エ"賓官冒症庭頃2

1

出典:長崎県砂防課
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立地適正化計画(正

長崎大水害による被災履歴

昭和57年の長崎大水害の被災履歴を見ると、主な崩壊地区は傾斜度が15度を超

える場所で被災しています

傾斜区分図

r 沌《

栄

局石

" 1川

紹

イ、

傾般40屋捌と

傾斜30度以上40塵未

傾斜20度島Lヒ30度本調

候劃15度↓'_ヒ 20置才.虜

0

却"

a

,

木場

C

,'*加昭"

鳴

長

志殉内臭山

巴塚

(件)

14

紀専

痢

上P石

12

^8度以上15区キ喬

低斜3度上ι上'度主調

鶴劇3度景農

袖伽

司

10

45 (度)

卑

傾斜度別崩壊数

候湾

(千●石尋

風 主幸崩壊地区

(出典

0

「価斜区"幽」畏岐県)

.

10 15 20 25

傾斜度

出典:長崎防災都市構想策定委員会報告書(昭和胎年3月)
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立地適正化計画(正案)

(フ)都市機能施設の立地状況

していが立.にごとの生,にナ' は

◆商業、医療、福祉、子育てなどの都市機能は人ロカバー率が約8割であり充足
(一部、施設の特性に応じてカバー率に差異がある)

◆地域ごとの人ロカバー率に差

①商業施設

商業施設の立地状況を見ると、市街化区域内に広く分布しています人ロカバー率を

見ると、南部地域は67%であり、他地域と比べ低くなっています

北部地城

0

.

エリア人ロカバー人口
エリア

① ②

中央地域 18.8万人22.8万人

3.7万人4.7万人東部地域

南郁地域 4.6万人 3.1万人

9.6万人北地 12,3万人

市全体 35.2万人44.4万人

※カバー人口とは、各施設から筒齡者の徒歩圏

に居住している人口

※H28 に鯛査した施設を図示

と辻っ0

とヲ

籍、

、

池
南

人ロカバー率
②①XI00

82乳

79乳

67X

胎努

79%

(半径 50om以内)
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崎市立地適正化画(正案)

②医療施設

医療施設の立地状況を見ると、中央地域に多く分布しており、人ロカバー率は80%と

充足していますしかし、東部地域、南部地域では市全域での人ロカバー率を下回って

おり、特に南部地域では48%となっています

゛

0

0

.、

BI

会金1酉穿a

北部地域

エリア人ロカバー人口
ヱリア

Φ ②

18.3万人中央地域 22.8万人

東郁地城 4,7万人 3.4万人

4.6万人南部地域 2.2万人

北域 12.3 人 9.8万人

市全体 33.7万人44.4万人

※カバー人口とは、各施設から高齡者の徒歩圏

に居住している人口

※H28↓'翻査し"施設を園〒

Rつ゜

とタ

人ロカバー串

②/①XI00

80%

72%

4鶚
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(半 50om以内)
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救急医療施設
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崎立地適正化計画(正案)

③高齢者福祉施設

高齢者福祉施設のうち、利用者が日常的こ利用しに行く通所系の施設の立地状況を見

ると、市街化区域内に広く分布していますまた、市全域の人ロカバー率は86%と高く

なっています

0
北部地域

エリア人ロカバー人口
エリア

① ②

中央地域 22.8万人 20.2万人

3,5万人東部地域 4.7万人

南郁地域 4,6万人 3,4万人

北地 12.3万人 11.1万人

市全体 44.4万人謁.1万人

※カバー人口とは、各施設から高齢者の徒歩圏(

に居住している人口
※H28に朋査した施設を図示

0

"
、,

C之コ0

とヲ

人ロカバー串
②①XI00

的乳

74風

74%

90%

郎%

50om以内)

.

施霞数

151
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鯰
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具
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'
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.
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.

ん

.

4

中央地城

6

1

南部地域

8

.

10 knl

凡例

立放西韮化1,田区語

市柚化匡珪

高計右健,西^)

介厘予畴鴎'帳股

地域包枯玉証灯ン,ー

地曜史ゑ型過所介窪耻びn匡予訪過布介匡を「う施設

雫人蛭Φ定

宅A宅Uセコ,ー

鶚勧d制キ弛通凱介住を村う倫註

適怖リ11ビリテーシ●ンを什う詫詮
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。立地適正化計画(正

④障害者福祉施酘

障害者福祉施設のうち、利用者が日常的に利用しに行く通所系の施設の立地状況を見

ると、中央部に多く分布しています。人ロカバー率を見ると市全域で50%であり、他の

施設と比べ低くなっています

n

北部地域

エリア人ロカバー人口
エリア

②①

10.7万人22.8万人中央地域

東都地域 4,7万人 2.3万人

南郁地域 2.0万人4.6万人

フ,0万人12.3万人地

市全体 44,4万人 22.0万人

※カバー人口とは、各施設から高齢者の徒歩圏(半

に居住している人口
※H28に調査しナ・施設を図示

Qコ6

◎

と9

生1 ι
t゛'1 '

/

人ロカバー率

②①XI00

47乳

4"

43鼻

57%

50闇

500血以内)

施設数

56

22

18

24

120

、

g

えー

キ 号
0

雫

0

0

゛

2

.

東部地域

4

中央地域

6

南部地域

8 10 km

凡例

立"遇正化計盾三軍

市●1に区埴

E^塞計右慌"■ 50仙"
児量究遮玉橿亭寂所

匡"型児章究適王●Cンター

岫蛙悟骨支帰でンリー 1 亨

亀姑恬者窒憎でンター叩聖

鹸""行'慢モ行う島註

駄劣畦謄立帰 A型乏行う能"

私労畦映玉悟 B型を行弓描"

"謡血井デイサビユ事暈薪

生恬介皿を"う婚殴

0立財●止'幽M 暫Πう雌設

割馳肯閉官寺帽"捉゛鼻股

卦仏尋置看福吐でンケ・

向書喜主慢底担

褐吐型児量疉通玉■センター
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崎立地適正化計画(正案)

⑤子育て施設

子育て施設の立地状況を見ると、市街化区域全域に広く分布しています。人ロカバ

率を見ると、東部地域、南部地域は約7割であり、他地域と比較して低くなっています。

北部地域

0

エリアエリア人ロカバー人口
②①

中央地域 22,8万人 19,5万人

東郁地域 3.3万人4.7万人

南部地域 4.6万人 3.3万人

10.2万人北地 12.3万人

市全体 44.4万人 36.2万人

※カバー人口とは、各施設から高齢者の徒歩圏

に居住している人口
※H28に胴査しナ・施設を図示

0

0

^

Qフ゜

とタ

^
^

.

人ロカバー率

②①XI00

86%

70%

72%

83%

82%

(半 50om以内)

^
.
.^

施設数

105

22

24

56

207

、

や

゛ ゛

く〆ゑ

0

ず

0

一

2

.ノ

病児・病後児保背憶設

保商所

小規槙保脊憶設

認定こピも閏

幼雅園

認可外保育憶設

子育て玉搗センター

母子生活支提楯設

児置厚生箆設

f

4

4f

部地域

中央地域

舮、'
、、

6

南部地城

?

'

8 10 krn

凡例

立地適正化計画区域

市樹化区域
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.
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崎立地適正化計画(正案)

⑥教育施設

教育施設の立地状況を見ると、各地域に広く分布していますが、専修学校の多くは、

中央地域に立地しています

北部地域

Rつ6

とヲ

村

ノ

、、

、
.

、

口

.

ヘマ

.

A

町

〆K

エリア

中央地域

.

0

ι

0

.

2 4

東部地域

^

北地

長崎大学(坂本、片淵)、活水女子大学、長崎公務

総合科学大学

長崎大学(文教)、純心大学、外国語大学

.

6

南部地域

.

'

8

.

10 k'n

凡例

立地適正化計画区域

市街化区域

小学校

中学校

高等学校

大学

特別支擾学校

専門学校

ナ、
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崎立地適正化計画(正案)

⑦文化・交流施設

文化・交流施設の立地状況を見ると、路面電車沿線に多く分布しています。

北部地域

4ご,0

どヲ

、、郷絡
、

0

凡例

A

^

エリア

0

ι

.

f

中央地城

東部地域
南郁地域
北部地域

2

立地適正化計画区域

市街化区域

文化・交流施設

路面電車沿線

゛

東部地域

口

4

中央地城

長市立図書館、

館、 市科学館、

リックホール会

6

南部地域

8

チトセピアホール

10 km

ナ、

ヒ・

立図書館、崎県立美術館、崎歴史文化博物館、 市歴史民俗'料
ブリックホール大ホール、市民会館文化ホール、市民生活プラザホール、ブ

4
0

、
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崎立地適正化計画(正案)

⑧行政施設

行政施設の立地状況を見ると、中央地域に多く分布しています

北部地域

と辻フ゜

とヲ

一

f 、、、

、

1

0

ψ

'""

0

エリア

2

^

4

北地

6

南部地域
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凡例

立地適正化計画区域

市街化区域

行政施設(国)

行政施設(県)

行政施設(市)

.

中央地域
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崎立地適正化計画(正案)

⑨運動施設

運動施設の立地状況を見ると、各地域に広く分布しており、市民体育館などの多くの

市民が利用する施設は中央地域に立地しています

北部地城

と辻ク0

とタ

、

1

)

エリア

0

,

,

0

中央地域

2

庭球場等) 、

野球場、神の島プール、

東部地域

4

中央地域

立総含体館、市民体館、
平和公園(ラグビー・サッカー場、
小江原台近隣公園(庭球場)

東公園(体館、プール、庭球場)
えがわ公園(庭球場)
さくらの里庭球場北地

6

南部地

8 10 km

凡例

市総合運動公園(陸上殻技場、
庭球場等)、市民総合プール、

立地適正化計画区域

市街化区域

運動施設

・
A

气
含



崎立地適正化計画(正案)

⑩交通施設

交通施設の分布状況を見ると、公共交通連携軸周辺に多く分布しています。

北部地域

,

Qク゜

智

、- i

'〆

,ノ

A

エリア

0

6

2

中央地域

0

4

東部地域

崎駅、浦上駅、県営バスターミナル、
ミナル、長崎港松が枝国際ターミナル

北地域

6

南部地域

.

8 10 km

西浦上駅

凡例

〔1^立地適正化計画区域

ナ

崎バスターミナル(新地、ココウォーク)、

市街化区域

交通施設

公共交通連携軸

.

42

崎港ター

ミ
域

一
一



崎立地適正化計画(正案)

(8)賑わいと活力につながる機能

いとにつナ'がるのヒ・交によやの

ま

◆ rつながり」を生む中核的な子育て支援機能の必要性

◆市内専修学校の卒業生の多くが県内で就職⇔若者の市内定住に期待
◆文化機能の不足⇔芸術文化活動の場となる機能の必要性

◆会機能やイベント展示機能を補い、交流を生み出す拠点機能の必要性

①子育てしやすい環境をつくる機能

子育て支援センターの利用状況

子育て支援センターでは、乳幼児親子の交流や子育ての相談など地域における身近な子

育て支援を行っており、利用組数は増加傾向にあります

(組)
30'000

25,000

15,000

子育て支援アンケート結果

平成24年度に就学前児童と小学生を持つ親を対象に行われた子育て支援アンケートで

は、子どもや子育て支援のためにあったらいいと思、う機能として、「屋内の遊び場や一時

預かりができる場」、「親がりラックスできる場」、「多世代や乳幼児の親子が交流できる場」

との回答が多くありました。

10,000

H21

25,253 25,705 25,402 25,528

^闇
Ψ

'

H23 H24

■利用組数

屋内の遊ぴ場

一時預かりができる場

親がりラックスできる場

昔遊ぴの伝承や季節の行事など多世代と交流できる場/

乳幼児の親子が交流できる場

子どもや子育ての相談ができる場

乳幼児健診などの場

親同士のサークル活動ができる場

12%
.その他

13%
未回答

就学前児童を持つ親外:小学生を持つ親

H25

17,189 16,616

10%

14%

H27 H28

内

出典:子育て支援課

出典:子育て支援課

20,733
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崎市立地適正化計画(正案)

こども総合相談件数

長崎市が行っている子どもや子育てに関する相談件数を見てみると、ここ数年、実対応

件数は減少しているものの、複数回の対応が必要な複雑なケースが増えており、延べ対応

件数は年々増加しています。子どもとの関わり方や子育てに不安を抱える保護者が増え、

子どもの育ちや親への支援に対する二ーズが高まっています。

(件)(件)

1,80020,000
18,826

1,714 1,680
18,000

16,863
1,600

16,000 1,504 1,516
14,3821,460

14,358
14,000

14,360
1,400

11,517 12,89512,000 1,359

1,205
10,000

1,2001,210

8,000
フ,407

6,000

H26

実対応件数

H21 H24H23

延対応件数

H28H27H22

出典:子育て支援課

H25

象
辻
慢
友
保

驫
辻
憧
裳
澂



。立地適正化計画(正

②若者の雇用につながる機能

専修学校の生徒数と学校数の推移

専修学校の生徒数と学校数を見てみると、学校数は平成24年から変わりませんが

徒数は平成26年をピークに減少しています

(人) (校)

6,000 20

5,500

5,000

4,500

4,000

3占00

3,000

学校卒業者の県内就職者の割合

高校、大学、専修学校卒業者のうち、県内就職者の割合を見てみると、高校や専修学校

卒業者のうち、約7割が県内で就職しています。一方、県内の大学卒業者のうち、約4割

が県内で就職していることからも、高校や専修学校卒業者の市内への定住が期待できます
(%)
100

H25

^生徒数(人)

長崎労働局

H26

15

H27

学校数(校)

象
10 揮

科

80

60

5

40

20

出典:学校基本調査

H26 H28H27

高校(市内) 専修学校(市内)大学(県内)

出典:高校(市内)長崎市統計年鑑、大学(県内)

専修学校(市内)・産業雇用政策課凋査結果

象
地
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崎立地適正化計画(正案)

③文化・交流による都市の賑わいと活力を生み出す機能

文化施設の利用状況

文化施設(ブリックホール、旧公会堂、チトセピアホール、市民会館文化ホーノレ)の利

用状況を見てみると、旧公会堂が廃止される平成26年度までは約60万人の利用者がいま

したが、平成27年度以降はブリックホールの利用者が増えているものの、約詑万人まで

減少しています

(人)

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

596,576 595,794
633,282

文化施設の稼働率

文化施設(ブリックホール、旧公会堂、チトセビアホール、市民会館文化ホール)の稼

働率(利用可能日数に対する利用日数の割合)を見てみると、旧公会堂廃止の翌年は、ブ

リックホールの稼働率が高くなっています。ブリックホールの稼働率は、平成28年度に

84.フ%まで達しており、今後の利用者の受け入れが難しくなることが予想されます

(%)

90

600,220

^

H21 H22

ブリックホール

チトセビアホール

合計

584,516 589,17フ

H23

516,551 522,843

H25

旧公会堂廃止

H26 H27

旧公会堂

市民会館文化ホール

80

冊
遍 70
鱒

.

H28

60

.

出典:文化振興課

H21

'▲

H23H22

ブリックホール

チトセビアホール

66.6

65.フ
62.0

H24 H26H25

旧公会堂

市民会館文化ホール

旧公会堂廃止

H28H27

出典:文化振興課
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,立地適正化計画(正案)

人口1万人あたりの座席数

長崎市が所有する文化施設の人口1万人あたりの座席数を見ると、旧公会堂の廃止後は、

同規模の人口を有している中核市の平均値と比べ不足しています

(席)

150

140

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■

130

120

110

139.2

100

143.3
同規模人口

の中核市

(平均値)

H27

(旧公会堂廃止後)

人口;H27,3月住民基本台帳

出典:文化振興課

座席数は、平成26年度全国公立文化施設名簸より算出
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崎立地適正化計画(正案)

(9)市民の意向

の,気はみやいとじるが加していものの

◆公共交通や生活サービスの利便性が居住環境の重要度で上位
◆日常生活の交通手段は、バス利用者が減少する一方で、自家用車が増加

■市民意識調査

長崎市では、今後の市政運営の参考とするため、毎年、市民意識調査を行っています。

まちづくりに関する調査結果は以下のとおりです

①住みやすいまちであるか

長崎市が住みやすいまちと思うかという質問では、「そう思、う」「どちらかといえばそ

う思、う」の割合が高く、平成28年度の結果では合わせて7600の割合で肯定的な意見が

挙げられており、市民にとって住みやすいまちとして認識されていることが分かります

年度)

H24

H25

H26

H27

H28

0%

②居住環境として重要な項目

居住環境として重要な項目についての質問では、「バス通りや路面電車沿線に近いな

ど、公共交通の利便性がよい」「商業施設や医療施設が近いなど、生活サービスが充実

している」の回答が多く挙げられ、市民の生活に公共交通や商業・医療などの生活サー

ビスは欠かせないことが分かります

そう思う

どちらかといえぱそう思う

どちらかといえぱそう思わない

そう思わない

不明

5%

4

5%

バス通りゃ路面車沿線に近いなど、公共交通の利便性がよい

商業施設や医療施設が近いなど、生活サービスが充実している

道路交通網が充実し、車での移動がしやすい

幼稚園や小学校、公園が近いなど、子どもをてる環がよい

住民同士の触れ合いが多く、地域のコミュニティが良好である

医療や福祉サービスが充するなど、高齢者が暮らしやすい

土砂崩れなどの災害に強い

防犯上の対策がとられているなど、生活の安全性が高い

不明

モの他

.



立地適正化計画(正案)

③中心市街地に活気があるか

浜町から長崎駅、新大工地区周辺などの中心市街地に活気があると思うかとの質問で

は、平成24年から平成28年にかけて「そう思わない」「どちらかといえばそう思わな

い」との回答が半数を超えており、多くの市民が中心市街地に活気が不足していると感

じています。

(年度)

H24

H28

0%

④安心・快適な買い物ができるか

市内で安心・快適に買い物ができるかの質問では、「そう思う」「どちらかといえばそ

う思う」の割合が高く、 7割以上の市民が満足しています

(年度)

H24

40%

40%

そう思う

どちらかといえぱそう思う

どちらかといえぱそう思わない

モう思わない

不明

60%

25%

H28

0%

28%

20%

そう思う

どちらかといえぱそう思う

どちらかといえぱそう思わない

そう思わない

不明



、崎市立地適正化計画(正案)

段の生活での移動手段

普段の生活での移動手段についての質問では泊家用車」が最も多く、4割以上の方

が自家用車を利用しています。公共交通の中では、バスを利用する割合が最も高く、約

3割の市民が日常生活の足として利用していることが分かります。しかし、バス利用者

の割合は減少傾向にあり、自家用車の利用が増加傾向にあります。

(年度)

H24

H25

30

H26

37

H27

28%

H28

27%

26%

0%

⑥公共交'の利用しやすさ

住んでいる地域の公共交通が利用しやすいと思、うかという質問では、「そう思、う」「ど

ちらかといえばそう思う」の割合が高く、6割以上の方が利用しやすいと感じており、

公共交通の維持が重要です。

年度)

H24

20%

ノ(ス

タクシー

路面車

鉄道UR)

自家用車(家族等による送迎も含む)

自転車、バイク

徒歩

その他

不明

H25

32%

H26

33%

H27

100%

35%

H28

34%

33%

0%

32%

33%

36%

30%

34%

.

そう思う

どちらかといえぱそう思う

どちらかといえぱそう思わない

そう思わない

不明



崎市立地適正化計画(正案)

⑦将来どのようなまちにしたいか

将来どのようなまちにしたいと思うかという質問では、「障害者や高齢者にしいま

ち」「子どもが安心して育てられるまち」「犯罪の少ないまち」の回答が半数を占めてい

ます

(年度)

障害者や高齢者に優しいまち

子どもが安心しててられるまち

犯罪のすくないまち

人がまるショッピング街などの商業が

盛んなまち

緑などの自然憲境に恵まれたまち

住民同士のふれあいが多いまち

土砂崩れなどの災に強いまち

歴史、文化のかおりがするまち

不明

教・文化施設が整ったまち

国際交流の盛んなまち

モの他

農林漁と共存するまち



崎立地適正化計画(正案)

閣市民説明会及び関係団体説明会

本計画は、今後の市民生活にとても影のある計画であり、市民と一緒に作り上げて

いく計画です。計画の策定段階において、市民の意見を計画に反映させていくため、市

民説明会や商業、医療、福祉などの関係団体に説明会を行いました。

市民が生活する上で、身近に感じている主な意見は、以下のとおりです

0居住について

・高齢者や低所得者等は、斜面地から便利な場所に住み替えたくて

も住み替えられない

0公共交通について

・将来にわたって維持するためには、交通体系の見直しが必要である

・周辺地区とのネットワークを整備することが重要である

0都市機能(子育て)について

・子どもが遊べる場所が少ない

・子育て世帯が集ぎり、相談等ができるコミユニティの場が少ない

0人口減少対策について

・若者が定住するためには、働く場の確保が必要である

・人口が減る中で、周辺市町と連携した方がいい

0空き家、空き地について

・斜面地の空き寡、空き地を手放したくても引き取の手がいほい

(売のたくても売れない)

・空き家を除却したくても空き地にすると税金が高くなるのででき

ない

・近所の空き家が老朽化して危険なため不安である

.
、
ブ
.



。立地適正化計画(正案)

2 都市づくりの課題

(1)長崎市が抱える分野別の都市の現状と課題

これまでの都市の現状と問題点から長崎市の分野別の課題は、以下のように整理でき

ます

人口密度の低下による都市活力の

低下

◆市街地の広がり、人口減少によって
市街地内の人口密度が低下

◆中心市街地の賑わいと活力の低下

人

口

状

市街地の拡大に伴う都市盤の整備
や維持管理にかかる費用の増加

◆市街地が拡大することによる人口
密度の更なる低下

◆広がった市街地のままで人口が減

少すると、新たな都市基盤の整備や
維持管理費が増加し、非効率な市街
地へと変化

人口密度の維持による都市活力の

維持

人口減少の中でも、中心部の人口は増

加傾向にあり、都心回帰の傾向がみら
れることから、中心部の市活力を維

持し、人口密度を維持するための取り
組みが必要

人口少に対応した計画的な都市

基盤施設の維持で市の骨格を形
成

◆道路、公園、下水道などの生活の基
盤を計画的に維持

◆計画的な道路整備を行い、拠点間の
ネットワークを充実

題

人口規模に適した市街地への転換

人口の増加を背景に市街地の拡大を
続けてきたが、人口が減少に転じるこ
とで、市街地内の人口密度が低下する
ことから、人口規模に適した市街地へ

の転換が必要

ヒに伴い、左ゞキ交通の必要徴笥ま

る中、人口などによる和朔者の,

で仏ゞキ支重サービスの低下のおそれ

◆人口減少により全体的な利用者が

減少し路線の維持が困難
◆高齢化により周辺地区とを結ぶ路
線の必要性のさらなる高まり

都市の骨格となる都市基盤施の
有効活用

人口減少に対応した市街地の縮小に

おいて、既存の都市基盤施設の有効活
用を意識した取り組みが必要

公共交通の維持・強化

公共交通の必要性が高まる中、利用者

の減少で現状維持に不安があり、利便
性向上や公共交通相互の連携強化を

図るなど、公共交通サービスの維持・

向上が必要

土
地
利
用

都
市
基
盤
施
設

公
共
交
通



口 立地適正化計画(正案)

人口減少等に伴う行財政環境への

影響

◆人口減少等による市税の減収
◆高齢者数の増加による扶助費(社会
保障制度の実施に係る経費)の増加

◆公共施設の老朽化による更新・維持

管理費の増加

市街化域内に災発生の恐れが
ある区域が広域に存在

◆市街化区域の約3割が土砂災害戒
区域等に指定

◆異常気象などによる宅地崩壊の危
険性の高まり(傾斜度 15度超)

税収の維持と支出の賢い直し

施設の老朽化や高齢化の進行など支
出の増加要因がある一方で、税収の縮
小方向にあることから、税収を維持す
るための取り組みや公共施設の更新

や管理のあり方等の支出の賢い見直
しの取り組みを進めることが必要

生活に必要な都市機能は概ね充足
しているが、立地状況に地域ごと
に差

◆商業、医療、福祉、子育ての都市機
能は人ロカバー率が8割程度であり
充足(一部、施設の特性に応じて力
バー率に差異がある)

◆地域ビとの人ロカバー率1、差

安全な居住地への誘導

老朽化した石垣などの崩壊によって、
市民の生命を脅かす災害のりスクが
高まっており、宅地の安全性の確保を
進めながら、新たな居住者により安全
な居住地への誘が必要

子育て支援や若者の用、文化・

交流による賑わいと活力につなが

る機能の必要性の高まり

◆つながり」を生む中核的な子育て
支援機能の必要性

◆市内専修学校の卒業生の多くが県
内で就職コ若者の市内定住に期待

◆文化機能の不足コ芸術文化活動の
場となる機能の必要性

◆会議機能やイベント展示機能を補い、
交流を生み出す拠点機能の必要性

人口減少の中で生活に必要な都市

機能を維持

市民の生活に必要な都市機能は、概ね

充足しているが、今後の人口減少の中
で都市機能を維持し、不足する場合は
適切な誘導が必要

住みやすいと感じる方が増加して
いるものの、中心市街地の活気は

不足

◆公共交通や生活サービスの利便性

が居住環境の重要度で上位
◆日常生活の交通手段は、バス禾」用者
が減少する方で、自家用車が増加

子て支援、若者の用、文化・

交流による賑わいと活力につなが
る機能を確保

今後の人口減少対策や都市の賑わい
や活力を保ち続ける視点から、子育て
や若者の雇用、文化・交流による賑わ
いと活力につながる機能を確保する
ことが必要

快で暮らしやすい場所への居住

誘導

住みやすさの指標が向上しているのは、
公共交通や生活サービスの充実が要因
にあるため、今後の人口減少下では、よ

り暮らしやすい場所へ居住誘を勧め
ていくことが必要

.

経
済
・
財
政

防
災
・
安
全

都
市
機
能
の
立
地
状
況

賑
わ
い
と
活
力
に
つ
な
が
る
機
能

市
民
の
意
向



崎立地適正化計画(正案)

(2)人口減少時代の市民生活への影

長崎市は、人口減少に転じてから30年が経とうとしています。また、世帯数は、増

加傾向を維持してきましたが、これからは減少に転じようとしています。

これまでの都市の成り立ちを見ると、世帯数の増加とともに住宅需要が高まり、市街

地の拡大を続けてきました。今後は、世帯数が減少に転じることから、空き家が増え、

広がった市街地のまま人口が減り、人がまばらに暮らす都市になることが懸念されます

これらを踏まえると、今後の市民生活に与える影として、以下のような問題が考え

られます。

生活利便施設の減少

人口減少に伴って生活利便施設の利用者が減ること、経
営が継続できず、身近なお店や病院がなくなり、生活が不便
になる恐れがあのます。

公共交通の縮小

公共交通の利用者が減ることで、バスの便数の減少やバス
路線の廃止などにより公共交通サービスの低下が進み、外出
する機会が減少する恐れがあのます。

就業機会の減少

人口減少や若者世代の流出が進むことで都市の活力が衰
退し、企業などの撤退・廃業恋どが進めぱ、市民のく所
が少なくなる恐れがあります。

お住ましの近くで災害発生の恐れ
●●■●●■●●●●■■●●■●●●●■●◆●●暑■●●●●●◆●■■●●■●●●●●●■●●●●●●●●●唱●●●●●●●●●●●

市街化区域の約3割が土砂災害警戒区域であの、老朽化
した宅地では異常気象による大雨恋どで崩壊するなど、お住
まいの近くで災発生の恐れがありぎす。

空き家空き地増加

人口や世帯数の減少が進むことで空き寡や空き地が増え、
管理されないぎまの状態にあると'生面や防犯上の居住環

の悪化や観面での問題が発生する恐れがあります。

公共施設の老朽化・財政規模の縮小

今後はこれ哉で整備しだ道路や公園、橋梁、下水道などの
都市基盤や学校などの公共施設の老朽化が進むことで、維持
管理や建替え・改修などにかかる用(都市経営コスト)が
増え、財政への負担が大きく恋る恐れがあのます。

●●■●●●●●●暑●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●■■■●●■●■●●●●●
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。立地適正化計画(正案)

(3)今後の長崎市が実施すべき取り組み

取り組み1 まちづくりの良い循環を促すための土地利用誘への取り組み

長崎市が抱える問題は、人口減少を起因としたものが多く、人口減少については、少

子化対策や定住促進、若者世代の流出防止などの取り組みを進めていますが、減少傾向

を止めることは難しい状況です。また、地形的特性から宅地崩壊等の災害発生の恐れの

ある場所が多いことから、より安全な居住場所を選択する視点が重要とな0ています

このため、人口減少や安全性に対応した持続可能な都市づくりの備えとして、人口規模

に適した市街地形成を安全な場所で進めていくことが重要になります。

これから、人口減少が進むことを前提として、人口寉度を維持できる区域を確保し、

店舗や病院などが維持できる市街地環境を形成することによって、都市の活力を保つこ

とが可能となります。また、都市の活力を維持できれぱ、結果的には都市としての魅力

向上や都市全体への住みやすさに波及し、まちづくりの良い循環を促すことにがりま

す

■まちづくりの良い循環のイメージ

000
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場所の選択
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。立地適正化計画(正案)

取り組み2 税収を維持するための取り組み

今後、長崎市では、市街地における道路や公園、上下水道などの都市基盤を含む公共

施設の老朽化などが進み、施設の更新や建替え・改修の用がかさみ、大きな負担とな

つてきます。

一方、人口減少による住民税の減収や地価の下落による固定資産税の減収などによう

て、財源が縮小していくことが予想されますこれらの財源縮小を防ぐには、住民税や

固定資産税の税率を見直す必要が生じ、市民や企業に負担増を強いることにもつながり

ます。

長崎市の財源は、自主財源と依存財源に分けることができますが、市の取り組みによ

つて財源に変化をもたらすことが可能な財源は自主財源です

自主財源の多くは市税ですが、市税の大半は市民税と固定資産税、都市計画税によっ

て賄われています。このうち固定資産税と都市計画税は、市税の約半分を担いますが、

士地の価格と連動しているため、地価が高く評価されている市街地を中心に多くの税収

を確保していることが考えられます。

そのため、今後、予想される市街地の全体的な地価の下落を抑制できれば、市税減収

の抑制につながるものと考えられます。これから、市街地の地価の下落を抑制するには、

人口密度の維持や店舗・事業所の維持などの都市活力の維持が必要となります

■長崎市の財源内訳 市税
539.3億円

県支出金司・4"

市債

12.1

その他

5.596

地方交付税

17.2%

入総額
2,169.7 億円

依存財源

66.6%

自主財源

33.4%

【課解決のための対応策】

●都心部、都心周辺部や地の拠点を中心として、人口密度の維持を図る区域を定

し、住み替えなど新たに居住を考える方を区域内に導する

●都市機能が集積する区において、市民の生活利便を確保するため、都市能や公

共施設の立地を誘導する

都市計画税1.フ%

たぱこ 1.496

その他 1.2号6

~、、^
、

、
、

、
、

、

使用料・手数料2.1%'、

その他 3.9%

、
、

、
、

、
、

、
、

、

より、税取は大きく落
、

、

ちないということにな
る

出典.平成28年度一般会計当初予算

、

地価に係る税収が

市税のU%を担う

税の多くぱ中心部が担
つており、まちなかの

愚わいを維持Lて地価
の下落を抑えることに



崎立地適正化計画(正案)

取り組み3 集落維持のための取り組み

都市の活力を維持する取り組みの一方で、郊外の市街地や農林漁村集落を維持するた

めの対策も必要です。

特に、地域の基幹産業である農業や林業、漁業などの1次産業を生活基盤とする市街

地や集落は、 1次産業従事者のための重要な居住地です。 1次産業の衰退とともに農林

漁村集落の人口減少も深刻な状況にありますが、新たな1炊産業従事者のための定住促

進を図るとともに、生活利便を確保するための公共交通サービス等の維持に取り組む必

要があります。

また、市街地や集落を維持するために必要な公共施設のあり方については、地域が抱

える課題の把握に努め、維持管理に向けた地元との協力体制によって必要な公共施設の

維持・確保を図っていく必要があります。

■集落の維持と拠点との連携イメージ

生活地区

@

生活地区

生活地区

地城
拠点

0

都市の活力向上

集落

都心
周辺部

市街地

【課解決のための対応策】

●郊外の市街地や集落を維持するために必要とされる公共施

都心郁

集落

●都心部や地域拠点との公共交通ネットワーク等により、必要な都市機能を利用しに

行ける環境を維持することで利便性を持

地城
拠点

生活地区

地域
畠点

集落

生活地区

生活地区

落

生活地区
与t

公共交通による連携

集落

集落

の維持・確保

.



崎市立地適正化計画(正

づくしの ナ、

立地適正化計画が目指す将来都市像

(1)都市づくりの目標

長崎市は、長崎港を囲む、「海~まち~山」からなる、すり鉢状の地形から平地が少

ない特有の地形を有しており、12回の合併を重ねながら拡大してきました。人口の増加

とともに、市街地がまちなかから斜面地に沿って広がり、世界有数の景観を織りなすコ

ンパクトな都市が形作られてきました。また、歴史に培われた特色ある文化を有してお

り、東山手や南山手に残る伝統的建造物群は今もなお、居留地時代のエキゾチックなま

ちなみを残しており、世代を超えて歴史ある空間を引き継いでいます。そのため、これ

まで培われてきた都市の成り立ちや歴史性などを踏まえ、これからも「長崎らしい都市

づくり」を進めていくことが重要です

本計画は、長崎市都市計画マスタープランが掲げる将来都市構造を踏まえ、それを実

現するための目指すべき都市づくりの目標を以下のように定めます

【将来都市構造(長崎市都市計画マスタープラン)】

誉型都市構造

ネットワーク型コンパクトシティ崎
崎らしい「約(コンパクト)と連(ネットワーク)」の都市づく

【基本方針】

崎らしい「約(コンパクト)と'

め、市民にとって安全・安心で快適な

【都市づくりの目標】

目標1 市民が安全・安心にずっと住み続けられる都市づく
目 2 快適でらしやすい居住地を形成する都市づくり

(ネットワーク)」の都市実現のた
らしが続けられる都市づくり

目標1 市民が安全・安心にずっと住み続けられる都市づくり

本計画では、長崎市特有の斜面市街地の地形的特性から、20年後(平成47年度)の
市街地のあり方を見据え、災害発生の危険性が低く、安全に安心して住み続けられる市

街地の創出を進めます

目標2 快適で暮らしやすい居住地を形成する都市づくり

本計画では、道路や公園などの生活環境が整っており、生活に必要な医療・福祉・商

業等のサービスが受けやすい生活利便性が高く、生活の足となる公共交通を利用しなが

ら地形的制約が少なく歩いて暮らせる移動性・歩行性の高い快適で暮らしやすい市街地

の創出を進め、あわせて、歴史的価値のあるまちなみは、世代を超えて歴史ある空間を
引き継いでいきます

3
1



立地適正化計画(正案)

(2)立地適正化計画に定める区域

立地適正化計画では、以下の定義に基づき「都市機能誘導区域」「居住誘導区域」の

2つの誘導区域を定めます。また、長崎市の現在の都市構造や地形特性等を踏まえ、居

住誘導区域外に独自の区域として「自然共生区域」を定めます
■立地適正化計画で定める区域

定義区域名

「都市全体における各種サービス(医療・福祉・

都市機能誘区域よ"て'
区域

人口減少下において、生活サービスやコミュニ
ティが持続的に確保できるように、居住を誘
する安全でらしやすい区域居住誘区域

自然共生区域

その他の区城

市街化調整区域

【将来都市構造図(

人口減少下において生じる空地を活用し、「防災
性の向上」及ぴ「自然との共生」を図りながら、
眺望・通風・採光が良い斜面地の魅力を活かし
たゆとりある居住を許容する区域

災害の恐れがある区城及び法令・条例により住

宅の建築が制限されている区域

市街化を抑制すべき区域

区域のおよその位置

・都心部

・都心周辺部
・地域拠点

・都心部
・都心周辺部
・地域拠点
・生活地区

※上記地域の周辺を含む

勾配が15度を超える傾斜地が

過半を占める区域
ただし、災害の恐れがある区域
及び都市基盤が整備された区

域を除く
土砂災害特別戒区域や工業
専用地域等

崎市都市計画マスタープラン)】再掲

^
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^
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が集積し、都心麺と争腰性の高い公共交

通で結ばれ、都心部の脹わいと活力を支

える地域

将来的にも都心苛都心周辺部を補完

,る商・集務、行政、祉などのサ

ービスを担うべき地域

地娃コミユニティの中心であり、将来

的にも公共交通により都心郁・都心周

辺部・地域拠点ιの連携を図る地区
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崎立地適正化計画(正案)

2 各区域の方向性

(1)各区域の目指す方向性

各区域の目指すべき方向性を以下に示します

各区域の目指すイメージ区域名

【このままではー・】
●市街地の活力が低下し、魅力が低くなる二とで、生活圏域

を超えて多くの市民が利用する商業や医療等の高次なサ
ービスが受けづらくなり、不便なまちになる

▼

【目指すべき方向性1

●商業や医療等の都市機能のうち、特に高次なサービスを
受けることができる

●駅やバス停といった公共交通の結節点に近く、公共交通
を利用しやすく、他所へ容易に移動できる

のマンションなどの土地利用の効率化・が図ら.

れており、徒歩圏で多種のサービスを受けることができる

【このままではー・】
●空き家や空き地の発生により、治安や観の悪化など、

住みにく<、魅力的なまちなみがなくなる
●住民が少なくなると、現在受けているサービスも撤退する

など、利便性が低くなる

ゆとりある居住・

防災性向上

【目指すべき方向性】
●商業・医療・福祉等の基本的なサービスが、公共交通

ネットワーク等を活用しながら、比較的容易に受けること
ができる

●公共交通ネットワーク等を利用して、都市機能誘区域

内にある、生活圏域を超えて多くの市民が利用する商業

や医療等の次なサービスを容易に受けることができる
●徒歩移動が容易であると同時に、土砂災害等の発生のり

スクも低い
●高齢者等の外出機会の 1出による健康寿命の延伸が期

待でき、医療や介のサービスが受けやすい境づくり

として地域包括ケアにつながる

【このままではー・】
●道路などの都市基盤が整備されていない斜面地では、火

災や救急時の対応が遅れ、土砂災害などの発生りスクが
くなる

このまま

邑■■

■冨■

..

●巨

▼

活力が低下L、

不便なまちに

^ 活力が雌持され、

便利なまちに

自然

共生

区域

【目指すべき方向性】
● 2つの誘導区域と比較し、建物の敷地が広くとれることや

自然との距離が近いこと、斜面地という地形特性から眺

望が良いなど、他の区域と比較して、よりゆとりのある
らしができる

●空き地で隣接地との空間を確保することで土砂災害の回
避や、老朽危険空き家の除却により住環が改善される

空き庫・空き地が増加L
島住塚墳が鳥化

人口密壇が霞梓され
住みや゛い慮填

このまま
火災・土砂

災の発生

市
能
域

都
機
誘
区

住
域

居
誘
区



崎立地適正化計画(正案)

(2)配置のイメージ

各区域の配置のイメージを示します

高次な都市機能が集積している場所を都市機能誘導区域として設定します。その周り

の平地を基本とする地形的な制約が少ない区域を居住誘導区域として設定します。居住

誘導区域外の区域のうち、災害発生の危険性が低い場所や工業専用地域などの条例によ

り住宅の建築が制限されている区域以外の場所を自然共生区域として設定します

図区域の配イメージ
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/
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居住を緩やかに誘導

.
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その他
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。立地適正化計画(正案)

3 公共交通連携軸の設定

長崎市の公共交通路線は、他都市と比べ充実しており、この状況を維持することが重

要となります。また、長崎市都市計画マスタープランにおいては、都心部・都心周辺部・

地域拠点と生活地区の連携強化を図るために、公共交通連携軸が設定されています。

本計画においても、長崎市都市計画マスタープランの考え方に基づき、長崎らしい「集

約(コンハクト)と連携(ネットワーク)」の都市実現のため、鉄道や主要なバスルー

トを公共交通連携軸として設定します

図公共交通連携軸
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立地適正化計首(正案)

区

基本的な考え方

(1)都市機能誘導区域の目的

都市機能誘区域は、居住誘区域内の生活利便性を確保するために設定する区域で

当該区域の対象とする市民の人口規模に応じて、必要とされる高次な都市機能を充実さ

せることを目的に設定します。

都市機能誘導区域には、誘導施設を定めることとされており、誘導施設に指定された

施設を誘導区域外に建築する場合には届け出が必要になります。

それぞれの都市機能誘区域には、本来備えておくべき都市機能として都市機能増進

施設を定め、このうち当該区域内に不足する施設や政策的に施設配置を進める施設を誘

施設として設定することになります

この都市機能誘導区域内において誘導施設を建築する場合には、国の補助事業や支援

制度を活用することが可能となり、区域外1'立地するよりも好条件となることも考えら

れるため、区域内での立地を促していますただし、都市機能誘導区域であっても、場

所にようては補助事業や支援制度に定められた対象要件に適合しない場合がある六め

注意が必要です。

(2)長崎市での都市機能誘区域の設定

長崎市は、他都市に比べて平坦地が少なく、市街化区域内の人口密度が高い都市です

このため、市街化区域内の低未利用地が少なく、士地の価格が高いなどの特徴があり、

誘'区域内において誘施設が立地可能な士地を確保できないといった課題が生じる

可能性があります。

また、長崎市の市街化区域は、中心市街地や地域拠点の周辺においてまとまった市街

地が形成されていますが、それ以外は地形条件等の影によって小規模な市街地が点在

し、生活地区を形成しています。

本計画では、高次な都市機能を充実させることを目的に設定するため、生活地区につ

いては、都市機能誘'区域の設定を行わず、各都市機能の立地動向を見守ることとしま

す。

したがうて、都市機能誘導区域は、都心部、都心周辺部、地域拠点を中心に検討を行

います

.



崎市立地適正化計画(正案)

(3)都市機能誘区域に相応しい区域殷定の考え方

長崎市都市計画マスタープランでは、市全体の中心である都心部と、 3地域の拠点と

なる地域拠点(中央部は都心部と重複)が位置付けられています。これらの拠点は、地

域住民の日常生活を支える都市機能を配置する必要があるため、これら3つの地域にお

いて都市機能誘導区域の設定を検討します。

都市機能誘導区域の設定にあたっては、公共交通の利便性や都市機能の集積状況など

を考慮し、各地域に適した区域の設定を検討します

■将来都市構造図(都市計画マスタープラン)再掲
都市機能誘区域を設定する拠点
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崎立地適正化計画(正案)

2 長崎市における都市機能誘区域の考え方

長崎市における都市機能誘導区域の設定は、長崎市都市計画マスタープランの将来都

市構造を踏まえ、高いレベルの商業・医療・福祉などの都市機能が集積し、市全体をけ

ん引する役割を担う「都心部」、都心部と利便性の高い公共交通で結ばれ、都心部の賑

わいと活力を支える「都心周辺部」、将来的にも都心部・都心周辺部を補完する医療・

福祉・商業などのサービスを担う「地域拠点」について行います

区域の設定にあた0ては、以下の3つの視点によって評価を行い、概ねのエリアを設

定し六後、具体的な都市機能誘導区域の設定を行います

1公共交通の利便性がい場所

・周辺地区からの交通アクセスがしやすい場所

②都市機能が集積している所
・都心部や地域の拠点等に立地が必要となる

③都市機能の立地が見込まれる所
・中心市街地活性化基本計画区域

・主に商業系の用途地域

図区域の配置イメ

1公共交通の利便性が高い場所
周辺地区からの交通アクセスかしやすい場所

^
LULU

ナ、 が集積

^
◆

1子政

都市

皿酉皿邑■

.

...

誘導区域

. ■呈歴

ユ都市機能か集している場所
都心部や地域の拠点等に立地が必要となる高次
な都市機能か集積

③都市機能の立地が見込まれる場所
中心市街地活性化基本計画区域、主に商業系
の用途地域

径500 圏内

.

●
翼
羽
■

■
■
 
0

■
制
翻
司



崎立地適正化計画(正案)

(1)公共交通の利便性が高い場所とは

公共交通の利便性が高い場所とは、周辺地区からの交通アクセスがしやすい公共交通

連携軸上にある鉄道駅、電停、バス停から歩いていける半径50om圏内とします。

※半径50om圏内は、都市構造の評価に関するハンドブックに記載されている、高齢

者の徒歩圏として設定されている数字を参考としました

(2)高次な都市機能とは

都市全体で必要とされる商業・医療・福祉などのサービスが高いレベルで集積してい

る機能を高次な都市機能とします。高次な都市機能は、サービスの量とサービスの質の

2つの観点から設定します

①都市機能のレベル(サーヒスの質)

長崎市全体でーつしかない施設や、各地域にーつ配置されている施設など、市域全体

や各地域をサービス圏域として考えるような都市機能を質の高い高次な都市機能増進

施設として位置付けます。

伊上市庁舎、救急医療施設、店舗等の床面積10,000'超の大規模店舗など

②都市機能の集度(サービスの:多機能性)

医療、高齢者福祉、障害者福祉、教育、子育て支援、行政、商業、地域経済の8種類

の都市機能が重複して配置されている場所を、多様なサービスを受けることができる、

高次な都市機能を発揮している場所として位置付けます

(3)都市機能の立地が見込まれる場所とは

主に中心市街地活性化基本計画区域や容積率が高く、建設可能な施設の種類が多い商

業系の用途地域とします

【区域設定にかかる分析のイメージ】

高齢者の徒歩圏である半径50om圏域を各機能から抽出し、その重なりを評価します

△

色がい囲ほ

ど、高次な都市

機能が集積した
範囲を示してい

ます。

△

公共交通連携軸

●高次な都市機能増進施設

△

図書館

△

△

^丁ノく^

'

△

'

△

'

△

△

救急医

半径50om圏域

(高齢者の徒歩

△都市機能増進施設

設

'
'



崎立地適正化計画正案)

(4)高次な都市機能増進施設とは

商業、医療、福祉、教育、文化、行政等の各種サービスを提供する施設のうち、日常

の生活圏域を超えて、広域的に全市民又は各地域に住む市民が公共交通等で都市の主要

な地域(都心部、都心周辺部、地域拠点)に移動して効率的に利用できる質の高いサー

ビスを提供する施設とします。

長崎市都市計画マスタープランの将来都市構造に示す、都市の賑わいと活力を支える

主要な地域に将来にわたってあるべき高次な都市機能増進施設を下表のとおり整理し

ます。

長崎市都市計画マスタープランの
将来都市構造の主要な地域

施設の対叡となる将来人口(H47)

法の位付けや繁1高次な施設
規模等分類 都市機能

生鮮 3 品、日店舗、飲食店その

い他これらに類する用 品 、

回り品(衣用途に供する建築

類、宝飾品、物で、その用途に

家、家具供する部分の床面

等の好品)の合計が10,000

がそろった商阿を超える建築物

業機能の集又は中心商店街等

の商

大規模

店舗、

中心商

店街等

の商業

積

商

将来のあるべき姿

(望ましい立地場所)

地域拠点
都心部

初期救

急医療

施設

北郁

都心周辺部

35 万人

(市全域)

休日や夜問

の軽症な患

者に対応

二次救

急医療

施設

10

万人

東部

休日や夜間

の入院治療・

手術等を必

要とする重症

患者に対応

救急医療対策事

実施要綱第 1

4

万人

南部

三次救

急医療

施設

3

万人

救急医療対策事

業実施要第2

休日や夜間

の高度・学

的医療の提

供を必要とす

る篤な患

者に対応

0 0

救急医療対策

業実施要綱第 3

0

0

0

0

分
野

医
療



崎立地適正化計画(正案)

長崎市都市計画マスタープランの
将来都市構'の主要な地域

施設の対象となる将来人口(H47)

法の位付けや却次な施設

規模等都市機能分類

害者総合支援全市的な在

宅の害者法第 5条第 11項

支援の拠点

全市的な子児童福祉法第 6条

育て支援のの3第6項

拠点

子て世代児童福祉法第6条

が働きやすいの 3 第 13 項

環境の充実

につながる病

児・病後児を

保育する施

設

学術研究及学校教育法

び教育におけ第 1条

る等教育

機関

職業能力育学校教育法

成のための第 124 条
修学校

高等教育機

関

全市民が利

用する文化

施設

(ただし、

物館等につ

いては、歴史

的背景から

図書館立地所が
特定される施

設を除く)

障者福

祉施設

子育て支

援施設

病児・病

後児保育

施設

将来のあるべき姿
(望ましい立地場所)

地域拠点
都心部

北部

都心周辺郁

35 万人

(市全域)

大学

10

万人

東部

0

博物館法第2条第

1 項又は第 29 条

4

万人

南部

文化

ホール

3

万人

概ね 300~2,000 席

程度で、音楽や演

劇などの芸術文化

の催に対応でき

る設備を有するホ

-1レ

図書館法第2条第

1項

0

美術館

0

物館等

0

分
野
福
祉

子
育
て

教
育

文
化
・
交
流



。市立地適正化計画(正案)

長崎市都市計画マスタープランの
将来都市構造の主要な地域

施設の対魚となる将来人口(H47)

法の位付けや却高次な施設

都市機能 規模等分類

市民が利博物館法第 2条第全

する文化 1 項又は第 29 条用

施設

広域(県内参加者 3,000 人規模

外)の交流拠の学会や会継、その

他、市民が交流するイ点

ベントなどの開催並び

に地域の賑わいと活

力を生み出す機能等

を一体的に兼ね備え

た施設

全市民が利法務局、裁判所、

用する行政労働局、年金事務

サービス窓口所等の窓口施設

県庁(本庁)の窓口

施設

市役所(本庁)の窓

口施設

広域利用施大規模大会や市内

設(市内の広大会が開催される
い範囲の市施設
民が利用)(県立総合体育館、

市民体育館、長崎

合運動公園

(陸上競技、庭球
等)、平和公

(ラグピー・サッカー
庭球等)、市

民総合プール、県営

野球場等のスポー
ツ施設)

餓技練習等に利用地域利用施
される施設設(主に特定
(神のプール、小

の地域内の
台近隣公

市民が利用) (庭球場)、東公園
(体育館、プール、

庭球場)、えがわ運

動公園(庭球場)、
さくらの里(庭球)

等のスポーツ施設)

科学館

0

交流拠
点施設

将来のあるべき姿

(望ましい立地場所)

地域拠点

都心部北部
東部

都心周辺部

35 万人

(市全域)

10

万人

0

4

万人

南部

3

万人

スボ

ツ施設

.

0

00

=

0
 
0

分
野

文
化
・
交
流

.
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)
施
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崎立地適正化計画(正案)

崎市都市計画マスタープランの

将来市構造の主要な地域

施設の対録となる将来人口(H4刀

法の位付けや却高次な施設

規模等都市機能分類

広域(県内鉄道に関する技術

外)1こ往来す上の基準を定める

るための発着省令第 2 条第 1 項

第 7 号所となる

鉄道

(駅)

高速バ
スターミ

ナjレ

広域(県内

外)に往来す

るための発着

場所となるバ

スターミナル

将来のあるべき姿

(望ましい立地所)

地域拠点
都心部

北部

都心周辺部

ターミナ

ル(フエ

リー、旅

客船
等)

35 万人

(市全域)

自動車ターミナル

法第 2条第 6 項

広域(国内

外、県内外)

に往来するた

めの発着場

所となるフェ

リーや旅客

船等のターミ

ナル

※1 法の位置づけや規模等については次ヘージで補足説明しています。

10

万人

東部

港湾法第 2 条第 5

項 7 号

4

万人

南郁

3

万人

0

分
野

交
通



立地適正化計画(正

※1 法の位置付けや規模等について

分野

商業

施設分類

大規模店舗、

中心商店街

等の商業

次な都市機能

生鮮3品、日用品、い回り

品(衣類、宝飾品、家、家

具等の嬌好品)がそろった商

業機能の

初期救急

医療施設

(補足)

医療

休日や夜間の軽症な患者に

対応

二次救急

医療施設

法の位置付けや規椣等(詳細)

店舗、飲食店その他これらに類す

る用途に供する建築物で、その用

途に供する部分の床面の合計

が 10,000 市を超える建築物又は

中心商店街等の商業

医療法第 1 条の 5 に規定する「病

院」のうち、救急医療対策事業

施要綱第 11こ規定する「初期救

急医療体制1」を担う「初期救急医
療施設」

休日や夜間の入院治療・手

術等を必要とする重症患者

に対応

三次救急

医療施設

福祉

休日や夜間の高度・学的

医療の提供を必要とする重

篤な患者に対応

障者福祉

施設

医療法第 1 条の 5に規定する「病
院」のうち、救急医療対策事業実
施要綱第 2 に規定する「入院を
要する(第二次)救急医療体仰Ⅱ

を担う「二次救急医療施設」

全市的な在宅の

援の拠点

子育て

子育て支援

施設

医療法第 1 条の 5に規定する「病

院」のうち、救急医療対策事業

施要綱第 3 に規定する「救急救

命センター」の役割を担う「三次救

急医療施設」

病児・病後児

保育施設

全市的な子育て支援の拠点

者支

教育

大学

子育て世代が働きやすい環

の充実につながる病児・

病後児を保育する施設

害者総合支援法※第 5条第Π

項に規定する「障者支援施設」

※害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための

法律

修学校

学術研究及び教育における

高等教育機関

児童福祉法第 6 条の 3 第 6 項に

規定する「地域子育て支援拠点

業」を行う「子育て支援施設」

職能力育成のための高等

教育機関

児童福祉法第6条の3第 13項に

規定する「病児保育業」を行う

「病児・病後児保育施設」

学校教育法第 1条に規定する「大

チ」

学校教育法第 124 条に規定する

「専修学校」



P 立地適正化計画(正

分野 施設分類

文化ホール

文化・

交流

図書館

美術館

物館等

科学館

高次な都市機能

全市民が利用する文化施

設

(ただし、博物館等について

は、歴史的背から立地

所が特定される施設を除く

交流拠点

施設

行政施設

(国)

広域(県内外)の交流拠点

行政

法の位付けや模等(詳細)

概ね 300~2,000 席程度で、音楽

や演劇などの芸術文化の催事に

対応できる設備を有するホール

図書館法第 2 条第 1 項に規定す

る「図書館」

博物館法第 2条第 1 項に規定す

る「博物館」又は第 29条に規定す

る「博物館に相当する施設」

行政施設

(県)

全市民が利用する行政サー

ビス窓口

行政施設

(市)

参加者3,000人規模の学会や会議、そ

の他、市民が交流するイベントなどの

開催並びに地域の賑わいと活力を生み

出す機能等を一体的に兼ね備えた施

設

法務局、裁判所、労働局、年金

事務所等の全市民が利用する国

の「行政サーピス窓口」となる施設

県庁(本庁)1こおける全市民が利

用する県の「行政サービス窓口」と

なる施設

市役所(本庁)における全市民が

利用する市の「行政サービス窓

ロ」となる施設

大規模大会や市内大会が開催さ

れる施設

(県立総合体育館、市民体育館、

崎市総合公園(陸上競技

、庭球等)、平和公(ラグビ

ー・サッカー、庭球等)、市民

総合プール、県営野球場等のス
ポーツ施設)

競技練習等に利用される施設

(神のプール、小江原台近隣公
(庭球場)、東公園(体育館、プ

ール、庭球)、えがわ 公園

(庭球)、さくらの里(庭球場)等

のスボーツ施設)

鉄道に関する技術上の準を定

める省令第 2 条第 1 項第 7 号に

規定する「駅」

自動車ターミナル法第 2条第 6項

に規定する「バスターミナル」

動

広域利用施設

(市内の広い囲の市民が

利用

スポーツ施設

地域利用施設

(主に特定の地域内の市民

が利用)

鉄道(駅)

交通

速バスター

ミナル

広域(県内外)に往来するた

めの発着場所となる駅

ターミナル(フ

エリー、旅客船

等)

広域(県内外)1こ往来するた

めの発場所となるバスター

ミナル

広域(国内外、県内外)に往

来するための発着所とな

るフェリーや旅客船等のター

ミナjレ

港湾法第 2条第 5 項第 7号に規

定する「旅客施設」



立地適正化計画(正

都市機能誘区域の設定

(1)都市機能誘区域の設定フロー

都市機能誘'区域は、前述した長崎市における都市機能誘区域の考え方に基づいて、

以下の流れで設定します。

対象エリアの抽出

長崎市都市計画マスタープランの将来都市構造に位置付ける、都市全体をけん引
する拠点となる「都心部、都心周辺部、地域拠点」において、以下の範囲を概ねの
対象エリアに抽出

①都心部、都心周辺部
中心市街地活性化基本計画区域十路面電車軌道沿線の50om圏内川

②地域拠点(北部、東部、南部)
地域の中心となるバス停、2から半径lkm圏内、3

※特に①、②の対象エリア内にある公共交通連携軸に隣接する用途地域
(商業地域、近隣商業地域)を中心に区域を検討

*1 都市構造の評価に関するハンドブック.高齢者の徒歩圏
*2 複数の高次な都市機能増進施設に最寄りの公共交通連携軸上にあるバス停
*3 健康・医療・福祉のまちづくり推進ガイドライン(H26.8)における

日常生活圏域(概ね30分以内に必要なサービスが提供される圏域)

高次な都市機能増進施設の集積エリアの抽出

①対象エリア内において、周辺地区からの交通アクセスがしやすい公共交通連携
軸上にある鉄道駅、電停、バス停から歩いて行ける範囲(半径50om圏内、)に
ある高次な都市機能増進施設が連担、集するエリアを抽出
*都市構造の評価に関するハンドブック.高齢者の徒歩圏

②対象エリア内において、現時点で上位計画となる長崎県都市計画区域マスター
プラン及び長崎市第四次総合計画に「高次な都市機能増進施設」を整備する方
針が位置づけられている場合には、区域に含める

ただし、上位計画において、新たに「高次な都市機能増進施設」を整備する
方針を位置付ける見直しを行う際には、立地適正化計画との整合性を考する
必要がある

区域の設定

1高次な都市機能増進施設の敷地界
商業系の用途地域に隣接して高次な都市機能増進施設がある場合は、施設の敷
地界を含める

②用途地域、地形地物
公共交通連携軸の道路沿線や土地利用の状況を踏まえた一体的な土地利用等を
勘案し、用途地域界や地形地物で区域を設定する

.

都市機能誘導区域

多機能性の精査

サービスの質と(多機能

性)の観点から区域酘定の妥

当性を分析

.



0 立地適正化計画(正案)

2)都市機能誘区域の設定

都市機能誘導区域の設定フローに沿うて、都市機能誘導区域を設定します
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崎立地適正化・十画(正

都市機能誘区域の精査

サービスの質(高次な都市機能増進施設の立地)とサービスの量(多機能性)を分け

て分析を行い、その結果を組み合わせることで、都市機能誘区域の精査を行います

(1)サービスの質に関する分析

長崎市全体で施設しかない施設や、各地域

にーつ配置されている施設など、市域全体や各

地域をサービス圏域として考えるような都市 半径 圏域
(高 圏)

機能を質の高い高炊な都市機能として位置付

けており、それらの施設の立地状況を分析しま

す 文イホー

1 それぞれの高次な都市機能増進施設ごと 3

救急療に50om圏域を作成します。
丁

②一つの高次な都市機能増進施設の50om

圏域に含まれる高次な都市機能増進施設

数で圏域ごとに評価します。

③評価後、10omメツシュごとに点数化し、★.高次な都市機能増進施設
この時、対象メッシュにかかる最高得点

の圏域の点数をそのメッシュの点数として算出します

④点数を高・中・低の三段階に分類します

(2)サービスの量に関する分析

医療、高齢者福祉、障害者福祉、教育、子育

て支援、行政、商業、地域経済の8種類の都市

機能が重複して配置されている場所を多様なサ

ービスを受けることができる場所として、高次

な都市機能を発揮している場所と位置付けてお

り、機能の立地状況について分析します。

①都市機能増進施設の種類(医療、福祉、

商業など)ビとに50om圏域を作成します

②都市機能増進施設の種類ビとの50om圏

域の重なりを評価します

3 評価後、 10omメッシュごとに点数化し、

この時、対象メッシュにかかる最高得点

の圏域の点数をそのメッシュの点数とし

て算出します。

4 点数を高・中・低の三段階に分類します

都市機能増進施設
(色は都市機能の種類を表す)

半 0

福祉

域

.



崎市立地適正化計画(正案)

(参考)サービスの質と量の分析を行った施設

分類

医療

高齢者福祉

施設名

救急医療施設、病院、有床診療所、無床診療所

介護予防拠点施設、地城包括支援センター、地域密着型通所介護及び

介護予防通所介護を行う施設、老人憩いの家、老人福祉センター、認

知症対応型通所介護を行う施設、通所りハビリテーションを行う施

設、通所介護を行う施設

児童発達支援事業所、医療型児童発達支援センター、福祉型児童発達

支援センター、地域活動支援センター、地域活動支援センター1型、

地域活動支援センターⅢ型、就労移行支援を行う施設、就労継続支援

(A型)を行う施設、就労継続支援(B型)を行う施設、放課後等デ

イサービス事業所、生活介護を行う施設、自立訓練(生活訓練)を行

う施設、視聴覚障害者情報提供施設、身体障害者福祉センター、障害

者支援施設、

小学校、中学校、高等学校、大学、特別支援学校、文化施設

病児・病後児保育施設、保育所、小規模保育施設、認定こども園、幼

稚園、認可外保育施設、子育て支援センター、母子生活支援施設、児

童厚生施設

行政施設(国、県、市)

障害者福祉

教育等

子育て支援

行政

商業

地域経済

(3)分析結果の合成

①サービスの質に関する分析結果(点数)は0~17段階、サービスの量に関する分

析結果(点数)は0~8段階となりました。

②質に関する点数とに関する点数を合計し、下表のように評価を最高・高・中・

低に分類しました。

コンビニ、店舗(3,ooo tl{未満)、店舗(3,ooo lr{以上 10,000 '未満)、

店舗 ao,000 '以上)

郵便局、銀行

総合点数

0

1~5

6~9

10~17

18~25

評価結果

0

低

最

中
高



崎市立地適正化計画(正案)

(4)分析結果

【サービスの質に関する分析結果】
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崎市立地適正化計画(正案)

【サービスの量に関する分析結果】
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。立地適正化計画(正案)

【総合結果】

サービスの質と量の観点から区域設定の妥当性を精査した結果、設定した

都市機能誘区域は多機能性が高く妥当であると判断します
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。立地適正化計画(正案)

都市機能誘区域

(1)都心部都市機能誘区域

都心部都市機能誘区域は、中心市街地活性化基本計画区域の周辺を対象区域としま

す.
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※H28に調査した施設を図示
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崎市立地適正化計画(正案)

(2)都心周辺部都市機能誘区域

都心周辺部都市機能誘導区域は、路面電車沿線で都市機能が集積した区域を対象とし

ます

ハ、望キ'斗

■

50om

凡例

^怖市樋能誹繹区埴
●轟集施般

区魚柘鯉
植挫建鯉

子両て誌詮
敏官施般

文化・交淀鮪般

行政施鰻

遷動篦霞
'交通艶股

バユ停、亀停
^公共交通遭携晦

C^市衝化偲壊
路槌電車戟道冶繰半径^

用連地域

郁一帰低梧住鵡尋用地域

焦二擾低屠住居専用地域

篤一糧中冨語住屑辱用地電

桂中高層住巨専用地域第

檀住居専用地嫉第

慢住屠専用地堺

皐住民地域

近閑陥煮地域

轟霊地域

皐工煮地域

工宴地填

工索専用地轤

※H28に調査した施設を図示
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崎立地適正化計画(正案)

(3)北部地域拠点都市機能誘導区域

北部地域拠点都市機能誘導区域は、西浦上駅周辺の商業地域を中心とした区域を対象

とします

、'、

Ikm

50om

寺

困

^

.、

力U

4y、

'畦市11学雌偏会

^俸市慶鵡導匡填
●幽案誌蝕

医血鞄蝕

福挫施殴

チ官て底設

敦育掩雌

●文1ヒ・交疫施設

仟政施般

逼勧施設

交通施般

地堆センター
"ユ停.亀停

^公共交遇連携軸

〔ニコ市街化匡域
^銘西電早軌逗沿臆岸径^

地羊卦点半径lkm

^地域異点内バス停半怪^

昆馳

用通地頃

訊一橿低屠住居用地域

鄭二桂偲屠住岳円地域

訊一掃中嵩層住居卑用地埴

罵二帰中高住居尋用地埴

筑一橿住昌用地壇

罵二帰住居用地域

撫住窮地埴

近萌廚業地壊

磨窯地壊

皐工業地賊

工璽地壊

工宴専用地頃

0 250

※H28に調査した施設を図示
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